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－　１　－

 忍耐力のつけ方 忍耐力を鍛える 8 つのポイント 
 
個人を成長させ、企業や国を発展させるためには、創造性が必要であると、佐賀

大学教授上原春男先生は教えています。さらに企業を成長させつづけるためには

辛抱強い忍耐力が必要だという事です。これまでの成功者や大事業を完成させた
人たちをみると創造性もさることながら、忍耐力も人より優れていたという事で

す。 
ナポレオン・ヒルはその著書『成功哲学』で、忍耐力を鍛えるための 8 つのポイ

ントをあげています。すなわち 
 
（１）目標を明確にすること 

目標があると周囲からの雑音があまり気にならず、集中でき忍耐力がつく。

 
（２）強い願望をもつこと 

目標を達成しようという強い願望があると、少々の苦労も気にならず、忍

耐力を発揮できる。 
 

（３）自信をもつこと 

   自分に自信があると、勇気と忍耐力がつき、他人のことを気にしない。 
 
（４）計画をきちんと立てること 
  綿密な計画を立てると、計画に沿って行動するので、自然と忍耐力が身に

つくようになる。 
 

（５）知識を蓄えること 
   仕事をするための知識を十分に身につけておくと、脳細胞の働きが活性化

して楽しく明るく行動でき、忍耐力をつけることができる。 
 
（６）人に対する思いやりの心をもつこと 

   人に対して思いやりの心をもつと、協力者が増えるし、くじけそうなとき

に力を貸してくれる人がでてきて、忍耐強く仕事ができる。 
 
（７）くじけないという意志力をもつこと 
   忍耐力をつけるには、基本的にくじけないという意志をもっておかないと

いけない。最初から何かあるとくじけると思っていたのでは、忍耐力はつ

かない。 
 
（８）忍耐力は習慣である 

   忍耐力には、何か事が生じたときに、それを乗り越 
えた経験や、苦しいときを耐え忍んだ経験がないと 
いけない。忍耐することを習慣化していくことが重 
要である。 

 
創造性も大事ですが、忍耐力を鍛えましょう。 



＜　広　川　＞

－　２　－

 
 
医療費控除の計算で、保険金などで補てんされる金額は、

その給付の目的となった医療費の金額を限度として差引

きます。引ききれない場合でも他の医療費から差し引く

ことはありません。 

控除対象扶養親族は、 
年齢 16 歳以上（Ｈ8 年 1 月 1 日以前生） 

特定扶養親族は、 
年齢 19 歳以上 23 歳未満 

 （Ｓ64 年 1 月 2 日～Ｈ5 年 1 月 1 日生） 

 
 
 
                       
 
      

インターネットによるサイド

ビジネスなどで得た所得につ

いても合わせて申告してくだ

さい。 

私が妻を扶養していても、妻の

公的年金から特別徴収されてい

る介護保険料や国民健康保険料

等は、年金の受給者である妻 

本人が支払ったものですから、

私の社会保険料控除にすること

はできません。 

妻の株式取引の収入が 
38 万円を超えていても… 
 

源泉徴収ありの特定口座にて 
株式の売買をしていて、かつ、 
確定申告をしていない場合は 
     
 配偶者控除を適用すること

が可能です。 

掛金払込証明書は11月中旬～11月
下旬にかけての発送です。 
 
10月～12月の小規模企業共済掛金

の増減額は含まれていませんので、

領収書や支払いが明記された通帳

のコピー等を添付してください。 

 
国民年金や医療費等で、過年度の

未払を支払った場合は、Ｈ23 年度

中の支払いであれば、本年の所得

控除額に含めることができます。

3 月 15 日 は 確 定 申 告 の 提 出 期 限 で す 。 



－　３　－

＜　田　中　＞

 平成２３年分以降より、公的年金等の収入金額が４００万円以下（複数の公的年金を受給されて

いる場合はその合計額）で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下である場

合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 所得控除や税額控除等により所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができ

ます。 
・ 医療費控除、雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除等がある場合 
・ 扶養控除申告書を提出していない、もしくは提出後に変更があった場合により扶養控除額

が増加する場合 
・ 住宅借入金等特別控除等がある場合 

■ ６５万円の青色申告特別控除や上場株式等に係る譲渡損失など、確定申告の提出が適用の要件

となっているものを受ける場合には、今まで通り確定申告書の提出が必要です。 
■ ２か所以上の年金の支払者に対して扶養親族等申告書を提出している方についても今まで通

り確定申告書の提出が必要になります。 
■ 所得税の確定申告書が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民

税に関するご質問は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 
 
 
◎公的年金等がある場合の確定申告には、公的年金等の源泉徴収票の添付が必要です。 
今年度は、平成２４年１月１０日(火)から１６日（月）にかけて、順次発送されています（日本年

金機構ＨＰより）。 
紛失してしまった場合は再交付も出来ます。お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要です。 
○ 電話による場合…０５７０－０５－１１６５（ねんきんダイヤル） 

電話による再交付の場合は、発送まで２週間程度かかるのでお早めに！ 
○ 最寄りの年金事務所による場合…日本年金機構が送付した書類（年金手帳、年金証書等）と、

本人確認が出来る書類をお持ちください。 

所得税の確定申告書を提出し

てください 

※所得税が発生しない場合は確定

申告は不要です 

いいえ

いいえ 

公的年金等の収入金額の合計額は、４００万円以下である 

公的年金等以外に申告する所得がない 

公的年金等以外の申告する所得は

２０万円以下である 

所得税の確定申告は 

不要です 

はい 

はい 

はい 

いいえ



＜　村　井　＞

－　４　－

 平成 23 年度第 4 次補正予算案に「環境対応車普及促進対策費（エコカ－補助金）」が 3,000 億円盛り込まれ

ています。実際の制度実施には、補正予算案の可決・成立が必要となりますが、制度の概要についてお知らせ

いたします（国土交通省ＨＰ参照）。なお、この情報は平成 24 年 1 月 28 日現在のものです。国会の審議状況に

よっては法案の修正や廃案になる可能性があります。 
  
 ■制度の概要 

補助金適用の対象となる新車を購入し、１年以上使用する者に対して交付されます。 

   

 １．対象車 

  ＜乗用車等
※１

＞ （登録車・軽自動車） 

  

登録車 軽自動車

※２　※３
7万円平成27年度燃費基準達成 または

　平成22年度燃費基準25％

　　　超過達成
10万円

環境要件

 

＜重量車＞ （トラック・バス） 

小型 中型 大型

（車両総重量3.5トンクラス） （車両総重量8トンクラス） （車両総重量12トンクラス）

※２　※３　　　基準達成

環境要件

20万円
平成2７年度燃費

40万円 90万円

 

※１ 乗車定員が 10 人以下の乗用車及び車両総重量が 3.5 トン以下のトラック・バス（バンを含む） 

※２ 公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。 

※３ このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリ－ンディ－ゼル車（乗用自動車）も対象 

 

 ２．新車の定義 

    平成 23 年 12 月 20 日から平成 25 年 1 月 31 日までに新車登録（登録自動車）または新車新規検査届出（軽自

動車）された自動車が対象となります。 

 

 ３．新車の使用期間（１年間以上） 

    補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より１年以上の間、原則と

して同一の者による使用（車検証上の使用者名義を変更しないこと）が求められます。違反すると補助金の返納を

求められます。なお、事故等により廃車した場合は返納の必要はありませんが、変更手続書類の提出が必要となり

ます。 

   ※廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した

際に、当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じます。 

  

 ４．名義変更について 

    １年未満の使用者名義の変更は原則として認められませんが、親族間の譲渡等を伴う変更として以下に示す場

合等については、使用者の変更が認められます。 

    （１） 同一世帯内におけるものであって、住民票等で確認できる場合 

    （２） 同一世帯でなくとも、戸籍謄本等により二親等以内の親族であることが確認できる場合 等 

 

 ５．申請手続について 

補助金交付申請の受付開始は予算成立後になります（申請書類等については、新車購入時の販売店にお問い

合わせ下さい）。申請締切は平成25年2 月28 日ですが、申請総額が予算を超過する場合には申請締切前であっ

ても募集が終了します。 



－　５　－

＜　山　田　＞

Q1 未払いの医療費がある場合 

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ 
昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の５０万円は、昨年中に 

３０万円を支払い、残りの２０万円は今年になって支払いました。 

この場合、５０万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。 

 
Ａｎｓｗｅｒ 

今回のケースの場合、昨年分の医療費控除の対象となるのは３０万円であり、

残りの２０万円は本年分の医療費控除の対象となります。 
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に 
限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払いとなっ

ている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません。 

 Q2 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合 

Ｑｕｅｓｔｉｏｎ 
共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費

控除の対象になりますか。 
 

Ａｎｓｗｅｒ 
夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の

対象となります。 
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療

費を支払った場合に適用する事とされており、この場合の配偶者その他の親族

の範囲については、所得金額の要件は付されていません。 
したがって、所得を有する親族の為に支払った医療費であっても、 
その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、 
その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります 

国税庁ＨＰ質疑応答事例より抜粋



－　６　－

会社の広告お手伝いします!!

　　お客様の広告チラシ等がございましたら月一回発行の事
務所通信に同封いたします。お気軽にお申し付け下さい。

     お客様をご紹介ください！！
　　ご友人やお知り合いの方で、税務・会計でお困りの方、企業経営
　　について相談してみたい等々ありましたら、是非ご紹介ください。

～　おもしろ雑学　～
　　　　　　　　　　　 鈴 木 さ ん
　
日本人には「鈴木さん」が非常に多い。稲刈りのあと稲を田ん
ぼに積み上げ、一本の棒を立て翌年の豊作を祈る神事を行っ
た。その棒を「すすき」と呼んだ。神聖な棒のごりやくにあや
かろうと「すすき」と名乗るものが増え、鈴木という字をあて
た。

            教育モチベーションカレンダー　おもしろ雑学より（担当：伊藤）

日　　時 研修内容 場　　所 講　　師 参加費

　

２月のテルモ経営研究会はお休みします。



日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
　 　 池原・山田

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
建国記念日

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
村井・田中 　

２６ ２７ ２８ ２９
廣川・丸田

・確定申告期間中は、土曜日も日曜日も毎日元気に営業しています。

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されていない土曜日は、全員出勤となっています。）

２月　１日 　　　　贈与税の確定申告受付開始（３月１５日まで）

２月１０日 　　　　平成２４年１月分源泉所得税・住民税の納付

２月１６日 　　　　所得税の確定申告受付開始（３月１５日まで）

２月２９日 　　　　平成２３年１２月決算法人の法人税等・消費税確定申告　納付

　　　　平成２４年６月決算法人の法人税等・消費税中間申告　納付

　　　　当月決算法人の消費税各種届出書提出

　

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

２月の税務

 2月（如月）　Ｆｅｂｒｕａｒｙ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あとがき 
 

 １月２３日に事務所の経営計画発表会がありました。 

平山先生のご講演や所長の発表を聞き、気持ちを新たにしました。

聞いたことはすぐに実践！を目標に今年も頑張りたいと思います。

２月に入り、繁忙期となってきました。体調を崩さないように健康

管理をしっかりして充実した毎日を送っていきたいと思います。 

                            
原  

                             


